
２．災害に強い物流システムの構築

（幹事機関：中部運輸局）
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優先的に取り組む連携課題（10課題）の中間レビューヒアリング結果とりまとめ（H28.3.31時点。予定含む。）（2/10） 

目的の達成状況についての凡例：【○：おおむね達成】【△：継続して実施が必要（目的達成に向けてＰＤＣＡや関係機関への展開が引き続き必要なもの）】 

【▲：継続して実施が必要（未着手の課題や新たに生じた課題についての検討が必要なもの）】 

優先的に取り組む 

連携課題（幹事機関） 
2.災害に強い物流システムの構築（中部運輸局） 

項目 
物資拠点については、官民の物資施設の活用、 
物流専門家のノウハウの導入を進める 

物資輸送における多様な輸送機関の活用、輸送ルートの多重化等を図る 

達成状況 

･災害時に公的な物資拠点を代替又は補完する施設として選定されている

民間物流施設（倉庫、トラックターミナル等）の見直しを行った。 

･三重県と三重県トラック協会の災害時支援協定を、物流専門家の派遣や、

フォークリフト等資機材の提供等を加えた内容に改定した。三重県地域

部会では、「物資支援活動基本方針」と「活動要領」等の策定に向けた

検討を実施中。 

・愛知県と愛知県トラック協会は、物流専門家の派遣やフォークリフト等

資機材の提供を加えた協定の改定に向け、地域部会を設置し、具体的な

検討を始めた。 

･「災害時における海上緊急輸送対策検討会」では、平成２７年７月１日

現在の幹線（一次）輸送に従事する船舶８１隻と湾内（二次）輸送に

従事する船舶３２３隻、併せて４０４隻の船舶を緊急物資輸送対応船

舶としてデータベースの更新を行った。 

・船舶データベースの他、管内各港一般港湾運送事業者名簿、各地区港運

協会名簿、管内各港タグ事業者名簿を作成した。 

・これらのデータベースと名簿は愛知県、静岡県、三重県、福井県の防災

担当部署及び各協会、組合と情報を共有している。 

・多様な輸送手段（鉄道、船舶等）の活用による支援物資輸送システムの

構築を図る観点から、「多様な輸送手段を活用した支援物資物流システ

ムの構築に関する協議会」を設置。ケーススタディや図上訓練を実施し

た。 

他の連携機関に対す
る連携にあたっての 

要望事項 

災害時支援協定の締結・改定及び締結済みの協定が効果的に運用できるよ

う、継続的に検討する場の設置について協力が必要である。 

海上輸送した緊急物資を陸上にある物資拠点に届けられるようにするため、

中部地方整備局が取り組んでいる「８．道路啓開・航路啓開等のオペレー

ション計画の策定」と連携していくことが必要である。 

課題・懸案事項等 

・東日本大震災の教訓を踏まえ、各県と物流事業者団体との間において、

輸送・保管・専門家の派遣の項目に関する災害時支援協定締結を促進し

ている。                             

・協定が締結されていない、又は改定が未だ行われていない自治体と物流

事業者団体に対し、順次、今後も意見交換の場を設ける等の働きかけを

行う必要がある。 

・締結されている災害時支援協定に基づき、支援物資の輸送･保管が効果

的に行われるよう、具体的な活動要領の作成に向け、順次地域部会の開

催が必要である。 

・「災害時における海上緊急輸送対策検討会」が作成した関係者リストと、

各港で策定された港湾ＢＣＰの情報連絡網との整合を図り、有効的な運

用ができるよう検討することが今後必要である。 

･「多様な輸送手段を活用した支援物資物流システムの構築に関する協議

会」で抽出された課題と対応策等について、今後も解決に向けた検討を

継続して行う必要がある。 

達成状況の評価 △ △ 
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災害ロジスティクス中部広域連絡会議◎国の出先機関、物流団体、物流事業者等で構成
○幹線輸送に関する以下の課題について主に検討
・広域支援体制の維持・充実、国のブロック機関としての役割の整理
・防災訓練(災害物流) の調整

◎各県毎に国の出先機関、物流団体等で構成
○以下に掲げる地域の課題について検討
・災害時の物資輸送に関する協定等の提案・ルール化
・広域支援体制の維持・充実、 民間物資拠点の見直し・活用
・防災訓練(災害物流) の調整

「幹線輸送部会」

「地域部会」

「災害ロジスティクス中部広域連絡会議」

「災害に強い物流システムの構築」に向けた取組体制（平成２７年度）

◎関係自治体、物流団体、物流事業者及び国の出先機関等で構成
○今後の取り組みの方向性の確認
○幹線輸送部会及び地域部会の報告・取りまとめの場として位置付け

愛知県地域部会

◆平成28年3月23日 第１回会議 開催

◆平成28年1月27日 第１回愛知県地域部会 開催
◆平成28年2月29日 第３回三重県地域部会 開催

「海上緊急輸送対策検討会」

◎関係自治体、事業者団体等で構成
○船舶による緊急輸送対策について検討

「多様な輸送手段を活用した支援物資輸送協議会」

◎有識者、国の出先機関、関係自治体、物流団体等で構成
○多様な輸送手段を活用した支援物資輸送体制の構築等について議論

◆平成27年9月25日、12月21日、平成28年2月25日 協議会開催
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備蓄倉庫等
（自治体､調達先）

二次物資拠点
（市町村管理等）

避
難
所

避
難
所

鉄
道
駅

幹線輸送

鉄
道
駅

受援地域（被災地域） 支援地域

空

港

空

港

多様なモードの輸送

港

湾

港

湾

避難所

避難所

避難所

広域物資拠点
（応援自治体）

二次物資拠点
（市町村管理等）

災害ロジスティクス中部広域連絡会議 海上緊急輸送対策検討会 多様な輸送手段を活用した支援物資輸送協議会

「災害に強い物流システムの構築」イメージ（平成２７年度）

・災害時支援協定の締結・改定

・関係機関との連携方策の高度化
による支援物資物流の効率化

・船舶データベースの構築

・情報連絡体制の構築
・多様な輸送手段を活用した支援物資の輸送

民間物資拠点
（県管理を補完）

一次物資拠点
（県管理）
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災害時支援協定の締結・改定

三重県と三重県トラック協会は、
「災害時における物資等の緊急輸送等に
関する協定書」を改定

【平成27年6月29日、以下の内容を現行協定に追加】
・物流専門家の派遣（物流拠点の運営・物資の仕分け）
・輸送に必要な資機材の提供等

伊勢新聞 ６／３０(朝刊）

愛知県と愛知県トラック協会は、
「災害時支援協定」改定と「実施細目」※の
策定に着手

【愛知県地域部会構成員】

・ 中部運輸局（交通政策部、総務部、愛知運輸支局）
・ 愛知県（防災局 災害対策課）
・ 愛知県ﾄﾗｯｸ協会、東海倉庫協会
・ 名鉄運輸(株)、日本通運（株）、佐川急便（株）、
ヤマト運輸 （株）、

・ 陸上自衛隊第１０師団司令部第４部

○第１回部会（平成28年1月27日、愛知県庁）
・関係機関の取組状況について
・災害時支援協定の改定に向けた課題について

※「実施細目」：災害時支援協定に基づく支援物資活動について定めたもの

【愛知県地域部会の開催状況】
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関係機関との連携方策の高度化による支援物資物流の効率化

・ 中部運輸局（交通政策部、三重運輸支局）
・ 三重県（災害時物資、地方部・広域防災拠点、

災害対策本部担当）
・ 三重県ﾄﾗｯｸ協会、東海倉庫協会
・ NPO法人ｺﾒﾘ災害対策センター、イオンリテール(株)
・ 陸上自衛隊久居駐屯地

【三重県地域部会構成員】

【三重県地域部会の開催状況】

○第３回部会（平成28年2月29日、三重県庁）
・「物資支援活動基本方針（案）」

○第１回部会（平成26年8月21日、三重県庁）
・各機関の災害物流に関する取組状況の
情報共有、現地見学

○基本的方針
（１） 物資支援体制の全体フレームについて
（２） 物流専門家の災害対策本部への派遣について
（３） 物資拠点の開設・運営について
（４） フェーズに応じた輸送体制について

物資支援活動基本方針（案）の策定

【三重県における物資支援体制の全体フレーム（案）】

プッシュ型

プル型

物資支援活動要領（仮称）の策定

三重県、三重県トラック協会、東海倉庫協会は
各々の災害時支援協定等をふまえ、
「物資支援活動基本方針」、 「物資支援活動
要領」を策定中。

○第２回部会（平成27年1月28日、三重県庁）
・「三重県災害時物資支援活動要領（仮称）」

三重県及び各市町が策定する物資支援体制に関する
計画の基本的な方針や各機関の役割等を整理

基本方針をより実効性あるものとするため、関係者が
連携し支援物資の供給を円滑に実施することを目的
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緊急物資輸送に従事できる船舶データベースの更新（平成27年7月1日現在）

旅客船
（湾内）

２３３隻

タンカー
（湾内）

３３隻

フェリー
（幹線）

１１隻

貨物船
（幹線）

６０隻

タンカー
（幹線）

１０隻

フェリー
（湾内）

５隻

貨物船
（湾内）

５２隻

404隻404隻

幹線輸送
イメージ

湾内輸送
イメージ

幹線（一次）輸送 湾内（二次）輸送

国内沿岸輸送（81隻） 湾内・港内・河川輸送（323隻）

本データは、愛知・静岡・三重・福井各県の防災担当課及び各海運組合等で共有

１）選定対象者は中部運輸局管内組合･協会所属事業者

２）幹線(一次)輸送は、航行区域が沿海(限定を除く)以上の船舶

３）運航形態は不問で全ての使用船舶を対象（マンニングのみをしている船舶は除く）

４）あらゆる想定への対応のため船種及び総トン数は限定しない

船舶データベースの構築、情報連絡体制の構築

共有している他のデータ

１）管内一般港湾運送事業者名簿

２）管内タグボート事業者名簿

３）関係者リスト（緊急時連絡先）

４）物資調達シート、共通荷札様式
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○被災地に十分な支援物資を供給するためには、

・ 国のみならず、周辺や全国の都道府県からの物資輸送体制の確立が重要

・ トラックのみならず、鉄道、船舶等といった多様な輸送モードが状況に応じてスムーズに連携する

ことによる支援物資輸送体制が必要

１．背景及び問題意識

（被災県拠点）

２．検討内容

応援県拠点 ⇒ トラック ⇒ 鉄道 ⇒ トラック ⇒ 被災県

拠点

ケース１

応援県拠点 ⇒ トラック ⇒ 航空機 ⇒ トラック ⇒ 被災

県拠点

ケース３ 応援県拠点 ⇒ トラック ⇒ 被災県拠点ケース４

運輸局

自治体
（荷役） （荷役） （被災県拠点）（応援県拠点）

（応援県拠点） （荷役） （荷役） （被災県拠点）

自治体
（被災県拠点）（応援県拠点）

要調整事項：コンテナ積卸しスペースの確保 等

自治体

要調整事項：搬出入車両の空港施設への入構手続 等

運輸局 運輸局

応援県拠点 ⇒ トラック ⇒ 船舶 ⇒ トラック ⇒ 被災県拠点ケース２

※港湾運送を含む
（荷役） （荷役）

自治体
（応援県拠点）

運輸局

要調整事項：支援物資に対応した船舶の調達 等

要調整事項：緊急通行車両手続、燃料確保 等

（１）多様な輸送モードを活用した支援物資物流の現状把握等

多様な輸送手段を活用した支援物資輸送の検討

（３）情報伝達訓練の実施（ケース２）

（２）多様な輸送モードを活用した支援物資輸送のケーススタディ（ケース１～４）

（被災県拠点）

多様な輸送手段を活用した支援物資の輸送
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「多様な輸送手段を活用した支援物資物流システムの構築に関する協議会」

○支援物資物流の現状把握等の情報共有
・南海トラフ地震具体計画
・東日本大震災における鉄道･内航海運･航空機
及びトラックの活用実態

・各県の地域防災計画にみる緊急物資輸送の位置づけ

○多様な輸送モードを活用した支援物資輸送の流れ（ケーススタディ）
・鉄道、船舶、航空モードにおける支援物資輸送フローの確認
（伝達事項や注意すべき事項等について議論）

○情報伝達訓練（図上訓練）の実施
・船舶を活用した支援物資輸送を想定したシナリオに基づき情報伝達訓練の実施
（認識された問題点等について議論）

○ケーススタディと図上訓練での課題の整理、対応策の検討 等

第１回協議会
平成27年9月25日

第２回協議会
平成27年12月21日

第３回協議会
平成28年2月25日

開催時期 主な内容等

その他 （防災訓練）

南海トラフ地震を想定した防災訓練に支援物資物流の観点から参加。

○平成27年9月1日 愛知県 防災訓練 （図上訓練）
○平成27年11月4日 内閣府 中部緊急災害現地対策本部運営訓練
○平成27年11月4日 愛知県 防災訓練 （図上訓練）

⇒ 協議会における課題と対応策等は、「災害ロジスティクス中部広域連絡会議」において継続して検討予定。
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備蓄倉庫等
（自治体､調達先）

二次物資拠点
（市町村管理等）

避
難
所

避
難
所

鉄
道
駅

鉄
道
駅

受援地域（被災地域） 支援地域

空

港

空

港

港

湾

港

湾

避難所

避難所

避難所

広域物資拠点
（応援自治体）

二次物資拠点
（市町村管理等）

●地域部会に関する検討事項
・災害時支援協定の締結・改定（愛知県・福井県）
・関係機関との連携方策の高度化による支援物資
物流の効率化（三重県・愛知県等）

●多様な輸送手段の活用に関する検討事項
・自治体と海運・鉄道・航空関係主体との協定締結の必要性
・支援自治体への物流専門家の派遣の必要性
・多様な輸送モード活用に向けた法的規制の弾力的運用 等

「災害に強い物流システムの構築」 にかかる検討事項 （平成２８年度予定）

～トラック、鉄道、航空機、船舶の輸送を一体的に検討～

民間物資拠点
（県管理を補完）

一次物資拠点
（県管理）
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